
解 約 通 知 書

貸主及び(有)丸新住宅殿

正査地上

名 称

上記物件の賃貸借契約を    年  月  日にて解約明渡し致します。
(※ 解約明渡 し日時の変更をしないことを確約します。)

尚、解約明渡 し日時以降において、本物件内に賃借人所有の物が残置 していた
場合、賃借人はその所有権を放棄し、賃貸人が、これを廃棄処分 しても賃借人
は、何等異議ないものと共に損害賠償等 (・転居費用等を含む)を一切請求致し
ません。

上 に対する 下記によりご さい

月   日

①

( )

借 主  イ主 所

氏  名

TEL

② 現金にて。

銀 行 支 店

(普通 。当座)  口

口座名義

′

②_ェ証Q旦二 、昼園△にて。
(振込手数料は、解約者負担とじます)


